
三
）
そ
の
他

【
一
七
〇
】
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
請
願
委
員
会
議
録

速
記
）第
十
四
回

昭
和
21
年
10
月
１
日
）

発
言
者
）

大
島
定
吉

委
員
長
代
理
）

菅
又
薫

議
員
）

山
口
好
一

委
員
）

﹇
発
言
順
。
敬
称
略
﹈

○
大
島
委
員
長
代
理

日
程
第
三
、

外
物
故
同

慰
靈
會
ニ
關
ス
ル

願
、

書
表
第
八
七
一
號
｜
｜
紹
介
議
員
菅
又
薫
君

○
菅
又
薫
君

紹
介
致
シ
マ
ス
、平
和
日
本
建
設
ノ
爲
メ
、

古
以
來
、

ク

外
ニ
出
稼
ギ
タ
ル
我
ガ
移
植
民
中
、
不
幸
客
土
ニ
物
故
シ
タ
ル
同

ノ
事
蹟
顯
彰
、冥
福

願
等
ニ
付
キ
慰
靈
會
ノ
設
立

營
ニ
對
シ
テ
、政
府

ハ

ニ
幾
度
カ
帝
國
議
會
ニ
聲
明
シ
タ
ル

リ
相
當
ノ
助

ヲ
セ
ラ
レ
タ

シ
、理
由
、終

以
來
、我
ガ
陸
海
軍
人
二
百
餘
萬
ハ
、其
ノ
捧
持
ス
ル
若
干

友
ノ

骨
ト
共
ニ
大
量
復
員
中
ナ
ル
傍
ラ
、
在
外
同

約
四
百
萬
モ
亦

累
々
喪
家
ノ
狗
ノ
如
ク
罪
ナ
ク
シ
テ
到
ル
處
ニ

ハ
レ
、
三
々
伍
々
引
揚

ゲ
ツ
ゝ
重
大
社
會
問
題
ヲ
惹
起
中
ナ
リ
、
是
等
引
揚
同

ハ
元
來
人
間
到

ル
處
靑
山
ア
リ
ヲ
高
吟
シ
ツ
ゝ
、
身
ニ
寸
鐵
ヲ
帶
ビ
ズ
、
專
ラ
平
和
手
段

ニ
依
リ
テ

利
ヲ

外
萬
里
ニ
索
メ
、
富
源
ヲ
未
拓
ノ
國
土
ニ
探
リ
テ
一

意
文
化
ノ
發
揚
、人
類
福

ノ
増

ニ
貢

セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
シ
、粉
骨

身
、以
テ
民
族

史
上
ニ
牢
固
不

ノ
足
跡
ヲ
印
シ
、其
ノ
身
亦
漸
ク
業

ゲ
產
ヲ
成
ス
ノ

端
、思
ヒ
キ
ヤ
大
敗

ニ
因
ル

ニ
逢
著
シ
、田
園

ヲ
擲
チ
、店
舖
ヲ
閉
ヂ
、

サ
ヘ
家
宅
ヲ
棄
テ
テ

ノ
ミ

ノ
侭
泣
キ
叫
ブ

妻
子
ヲ

ゲ
、
生
命
カ
ラ
ガ
ラ
是
レ
亦
同

眷
族
殆
ド

線
上
ニ
ア
ル

國
ヲ
指
シ
テ
引
揚
中
ナ
リ
、
抑

彼
等
ハ
當
初
如
何
ナ
ル
動
機
ニ
テ
發

足
シ
タ
ル
ヤ
、
官
邊
有
志
ノ
命
令
慫
慂
如
何
、
其
ノ
有
無
如
何
ニ
拘
ラ
ズ
、

現
下
殆
ド

體

命
ニ
行
詰
リ
タ
ル
引
揚
同
胞
ノ
實

ヲ
目
撃
シ
テ
ハ
、

誰
カ
一
掬
同

ノ

ノ
ナ
キ
ヲ
得
ン
ヤ
、
然
レ
ド
モ
生
キ
テ
故
山
ニ

ル
、

ホ
忍
ブ
ベ
シ
、
之
ニ
引
換
ヘ
其
ノ
先
輩
僚
友
ニ
シ
テ
雲
濤
萬
里
、
寄
ル

年
波
ニ
打
チ
克
チ
得
ズ
シ
テ
惜
シ
ク
モ
異
域
ノ
鬼
ト
化
シ
、
或
ハ
又
雄
圖

シ
ク
瘴
癘
ノ
氣
ニ
挫
ケ
、
魂
魄
徒
ラ
ニ
沼
澤
巖
礁
ノ
間
ニ
彷
徨
ス
ル
者

ニ
至
リ
テ
ハ
、痛
恨
實
ニ
察
ス
ル
ニ
餘
リ
ア
リ
、但
シ
右
ハ
必
ズ
シ
モ
今
日

ニ
始
マ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、遡
リ
テ
織
豐

國
時
代
、徳
川

國
時
代
ヨ
リ
、近

ク
明
治
開
國
以
來
、交
通
ノ
頻
繁
化
ス
ル
ニ

ヒ
、渺
茫
タ
ル
太
洋
上
及
ビ

其
ノ
兩

岸
ヲ
初
メ
、
五
大
洲
到
ル
處
ニ
此
ノ
種

牲
者
ノ
續
出
激

ハ

顯

ト
ナ
レ
リ
、
今
ヤ
世
界
各
地
ヨ
リ

ハ
レ

ハ
レ
テ
引
揚
ゲ

ル
同

ノ
集
注

ハ
豪
勢
ヲ
極
ム
ル
モ
、
軈
テ
平
和
條
約
成
立
シ
テ

商
ノ

許
容
セ
ラ
ル
ゝ
曉
ニ
ハ
再
ビ

外
出
航
者
モ
亦
續
出
ス
ベ
ク
、
其
ノ

モ
ヤ
若
干
ノ
物
故
者
ヲ
見
ル
ベ
キ
ハ
必
然
ナ
リ
、
曾
テ
豐
太
閣
ノ
征
韓
役

後
、
薩
摩
藩
主
島
津
公
ガ
日
韓
雙
方

死
者
ノ
爲
メ
特
ニ
合
祀
供
養
ヲ
營

ミ
、
以
テ
紀
念
碑
ヲ
高
野
山
嶺
ニ
建
立
シ
タ
ル
先
例
ア
ル
ニ
鑑
ミ
レ
バ
、

是
等

外
物
故
同

慰
靈
ノ

ハ
、
古
今
ヲ

ジ
、
將
來
ニ
亙
リ
テ
永
ク

我
ガ
民
族
ニ
課
セ
ラ
レ
タ
ル
一
大
宿
題
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
、
是
ニ
於

テ
帝
國
議
會
ハ
昭
和
十
三
、
四
年
以
來
累
次
貴
衆
兩
院
ニ
提
出
セ
ラ
レ
シ

本
件

願
ニ
動
カ
サ
レ
、
其
ノ
都
度
院
議
ヲ
以
テ
深
ク
思
ヒ
ヲ

外
物
故

同

ノ
弔
慰
ニ
致
シ
、
政
府
亦
之
ニ
滿
腔
ノ
同

ヲ
寄
セ
、
斯
カ
ル

外

物
故
同

慰
靈
會
ノ
設
立
ニ
對
シ
テ
ハ
必
ズ
ヤ
相
當
ノ
補
助
助

ヲ
ナ
ス

ベ
キ
旨
ヲ
反
覆
聲
明
シ
タ
リ
、
若
シ
夫
レ
干
戈

烟
ノ
間
ニ

レ
タ
ル
將

兵
弔
慰
ノ
爲
ト
シ
テ
言
ヘ
バ
、
北
米
合
衆
國
ハ
早
ク
既
ニ
「
ワ
シ
ン
ト

ン
・
ア
ー
リ
ン
ト
ン
」
墓
地
ニ
無
名

士
ノ
墳
墓
ヲ
築
キ
、
更
ニ
招
魂
祭

日
ヲ
設
ケ
テ
全
國
一
齊
ニ
弔
慰
ヲ
傾
注
シ
ツ
ゝ
ア
リ
、
本
邦
モ
亦
是
ト
同

ジ
ク
、
靖
國
神
社
ノ
奉
齋
ト
招
魂
祭
日
ノ
嚴
守
ト
ヲ
以
テ
是
ト
竝
ビ
ツ
ゝ

ア
ル
ハ
言
ヲ
俟
タ
ズ
、
然
ル
ニ

リ
兵
士
ニ
ア
ラ
ズ
、
隨
テ

身
ニ
寸
鐵

ヲ
帶
ビ
ズ
勇

出
動
、
營
々
ト
シ
テ
平
和
日
本
建
設
ノ
爲
メ
、
海
外
萬
里

ニ
奮

シ
テ
惜
シ
ク
モ
物
故
シ
タ
ル
同

ニ
對
シ
テ
、
曾
テ
何
等
顯
彰
弔

慰
ノ
企
テ
ナ
キ
ハ
依

ノ
沙
汰
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
、「
イ
タ
リ
ー
」

ニ
夙
ニ
移
民
博
物

ノ
設
ケ
ア
ル
ニ
比
較
ス
ル
モ
、
實
ニ

憾
ニ
堪
ヘ
ズ
、

是
レ
本

願
ヲ
提
出
ス
ル

以
ナ
リ
、
政
府
ノ
御
所
見
ヲ
伺
ヒ
マ
ス

○
井
手
政
府
委
員

只
今
紹
介
議
員
カ
ラ
非
常
ニ
御
懇
切
ナ
御
紹
介
ヲ
戴

キ
マ
シ
タ
本
件
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、

外
ニ
於
テ
非
常
ニ
奮

サ
レ
マ
シ

タ
我
々
同
胞
ノ
先

者
ノ
方
々
ノ
功
績
、
サ
ウ
シ
テ
又
今
度
ノ

ニ
因

リ
マ
シ
テ
非
常
ナ

牲
ヲ
被
ラ
レ
タ
コ
ト
ニ
對
シ
マ
シ
テ
、
何
人
ト
雖
モ

ナ
シ
ニ
ハ
考
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ニ
對
シ
マ
シ
テ

色
々
ナ
方
法
ガ
考
ヘ
ラ
レ
ル
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ス
、
政
府
ト
シ
マ
シ

テ
ハ
、
其
ノ
色
々
ナ
段
階
ガ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
出
來
ル
ダ
ケ
之
ニ

對
シ
マ
シ
テ
協
力
シ
、
又
自
ラ
積
極
的
ニ
働
キ
掛
ケ
テ
其
ノ
冥
福
ヲ
禱
ル

ト
云
フ
コ
ト
ニ
努
メ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ハ
勿
論
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
、

將
來
斯
ウ
云
フ
會
ガ
出
來
マ
ス
ル
場
合
ニ
色
々
豫
算
其
ノ
他
ノ
見
地
カ
テ

見
マ
シ
テ
、
緊

ヲ

ス
ル
モ
ノ
ガ
我
ガ
再
建
日
本
ニ
ハ
山
積
シ
テ
居
リ

マ
ス
ガ
、
十
分
ニ
豫
算
ノ
見
地
其
ノ
他
各
般
ノ
政
府
ノ
施
策
ニ
於
キ
マ
シ

テ
、
助

ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
研
究
ヲ
シ
テ
、

外
ニ
於
ケ
ル

牲
者
ニ
對
ス

ル
功

ニ
報
イ
、
且
ツ
其
御
冥
福
ヲ
御

リ
致
シ
タ
イ
モ
ノ
ト
考
ヘ
テ
居

ル
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

○
山
口

好
）委
員

本
案
ノ

ヲ
願
ヒ
マ
ス

○
大
島
委
員
長
代
理

山
口
君
ノ
動
議
ニ
御
異
議
ア
リ
マ
セ
ヌ
カ

〔「
異
議
ナ
シ
」
ト
呼
ブ
者
ア
リ
〕

○
大
島
委
員
長
代
理

本
案
ハ
採

ニ
決
シ
マ
シ
タ
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【
一
七
一
】
第
十
二
回
国
会
参
議
院
通
商
産
業
委
員
会
会
議

録
第
二
号

昭
和
26
年
10
月
18
日
）

発
言
者
）

栗
山
良
夫

委
員
）

古
池
信
三

委
員
）

首
藤
新
八

政
府
委
員
。
通
商
産

業
政
務
次
官
）

﹇
発
言
順
。
敬
称
略
﹈

○
栗
山
良
夫
君

通
商
産
業
省
の
予
算
に
関
す
る
事
項
は
、
こ
れ
は
や
は

り
大
臣
か
ら
私
は
概
括
的
な
御
説
明
が
あ
つ
て
然
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ま
だ
新
大
臣
は
就
任
さ
れ
て
か
ら
恐
ら
く
こ
の
通

産
業
委
員
会
に
は
答
弁
に
お
見
え
に
な
ら
な
か
つ
た
と
私
は
思
う
で
す
が
、

そ
う
で
す
か
。
予
算
に
つ
い
て
は
と
に
か
く
大
臣
か
ら
省
の
方
針
と
い
う

も
の
を
御
説
明
に
な
る
の
が
順
序
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
さ
よ
う
に

お
取
計
い
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
理
事

古
池
信
三
君
）

只
今
栗
山
委
員
か
ら
御
要
望
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
関
し
て
通
産
御
当
局
は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
。

○
政
府
委
員

首
藤
新
八
君
）

本
日
は
大
臣
が
出
席
い
た
し
ま
し
て
、
只

今
栗
山
委
員
の
御
指
摘
通
り
、
補
正
予
算
、
更
に
進
ん
で
通
常
予
算
に
対

す
る
と
こ
ろ
の
構
想
を
御
報
告
申
上
げ
る
予
定
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
御
承
知
の
通
り
講
和
条
約
並
び
に
安
全
保
障
条
約
、
こ
の
特
別
委
員

会
に
総
理
と
共
に
出
席
を
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
ほ
う
に
出
席

し
て
頂
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
只
今
は
総
理
と
共
に
靖
国
神
社

の
大
例
に
参
列
さ
れ
ま
し
て
、
多
少
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
或
い
は

も
う
少
し
遅
く
な
れ
ば
出
席
が
で
き
る
か
と
考
え
ま
す
が
、
只
今
の
と
こ

ろ
困
難
な
事
情
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
申
上
げ
て
お
き
ま
す
。

○
栗
山
良
夫
君

今
の
政
務
次
官
の
御
答
弁
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
ば
、

予
算
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
臣
が
出
席
さ
れ
て
か
ら
大
臣
か
ら
一
つ
御

説
明
を
伺
う
、
こ
う
い
う
こ
と
に
お
願
い
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
理
事

古
池
信
三
君
）

そ
れ
で
は
ち
よ
つ
と
皆
様
に
お
諮
り
を
い
た
し

ま
す
が
、
只
今
栗
山
委
員
か
ら
予
算
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
臣
御
出
席

の
上
で
親
し
く
説
明
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
御
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

如
何
取
計
い
い
た
し
ま
し
よ
う
か
。

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
理
事

古
池
信
三
君
）

そ
れ
で
は
只
今
の
栗
山
委
員
の
御
要
求
の
よ
う

な
ふ
う
に
取
扱
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

○
栗
山
良
夫
君

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
今
政
務
次
官
が
こ
れ
は
ほ
か

に
も
関
係
の
あ
る
こ
と
な
ん
で
質
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
靖
国

神
社
の
祭
典
に
出
席
を
す
る
た
め
に
こ
の
委
員
会
に
出
ら
れ
な
い
、
こ
う

い
う
こ
と
を
お
つ
し
や
つ
た
の
で
す
が
、
靖
国
神
社
の
祭
典
は
国
の
祭
り

ご
と
で
は
な
い
は
ず
だ
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
は
国
会

の
ほ
う
の
委
員
会
の
出
席
を
や
め
て
も
、
靖
国
神
社
の
祭
典
に
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

○
政
府
委
員

首
藤
新
八
君
）

非
常
に
ま
あ
デ
リ
ケ
ー
ト
な
御
質
問
で
す

が
、
御
承
知
の
通
り
終
戦
後
六
ヵ
年
の
間
靖
国
神
社
の
公
の
参
拝
が
禁
止

さ
れ
て
お
つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
が
、
講
和
条
約
の
成
立
と
共
に
今
般

幸
い
に
政
府
の
ほ
う
か
ら
公
の
参
拝
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
考
え

て
見
ま
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
英
霊
に
対
し
ま
し
て
国
民
感
情
と
し
て
も
長
い

間
崇
高
の
念
を
以
て
参
拝
い
た
し
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
つ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
が
で
き
な
か
つ
た
。
幸
い
に
今
回
許
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
総
理
大
臣
初
め
各
大
臣
が
お
詣
り
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
際
我
々
は
必
要
じ
や
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
の

で
あ
り
ま
す
。
而
も
そ
れ
が
た
め
に
こ
の
委
員
会
に
出
席
が
で
き
な
い
と

い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
多
少
遅
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
は
御
了
承
願
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

【
一
七
二
】
第
十
二
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
七

号

昭
和
26
年
10
月
27
日
）

発
言
者
）

高
橋
等

委
員
）

橋
本
龍
伍

国
務
大
臣
。
厚
生
大

臣
）﹇発

言
順
。
敬
称
略
﹈

○
高
橋

等
）委
員

傷
痍
者
は
現
に
生
存
い
た
し
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
生
活
保
障
と
い
う
も
の
は
急
を
要
し
、
ま
た
大
切
な
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
い
か
な
る
措
置
を
な
さ
れ
よ
う
と

し
て
お
る
か
。
そ
れ
か
ら
ま
た
物
的
補
償
の
ほ
か
に
、
精
神
的

護
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
ご
ざ
い
ま
す
。
英
霊
に
対
し
ま
す
る
国
家
の
手

に
よ
る
合
同
慰
霊
の
行
事
の
施
行
、
あ
る
い
は
遺
家
族
の
日
常
生
活
の
世

話
を
す
る
組
織
で
あ
る
と
か
、
傷
痍
軍
人
の

護
、
授
産
ま
た
は
就
業
に

関
し
ま
す
る
制
度
等
に
つ
い
て
、
種
々
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
物
的
補
償
と

並
行
し
て
実
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
政
府
の
所
信
を
承
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

○
橋
本
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
の
お
話
の
傷
痍
者
の
方
々
に
対
し
ま
し
て

は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、
現
在
の
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
六

十
八
号
に
よ
り
ま
す
る
わ
ず
か
な
恩
給
と
い
う
も
の
は
、
ま
こ
と
に
不
十

分
で
ご
ざ
い
ま
す
る
の
で
、
今
日

傷
病
者
及
び

没
者
遺
族
等
の
処
遇

に
関
す
る
連
絡
打
合
会
で
、
具
体
的
な
方
策
を
目
下
考
究
し
て
お
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
ま
で
に
比
べ
ま
し
て

護
が
十
分
に
な
る
と

考
え
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
ど
う
す
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
も
う
少
し
お
待
ち
を
願
い
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
こ
の
遺
族
、
傷
痍
者
等
の
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に
応
ず
る
窓
口
は
現
在

も
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
、
今
後
に
お
き
ま

し
て
も
、
遺
族
、
傷
痍
者
の

神
的
な

護
と
い
う
方
面
に
つ
き
ま
し
て

も
、
で
き
る
だ
け
の
措
置
を
講
じ
た
い
と
思
つ
て
、
将
来
の
く
ふ
う
を
い

た
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第二期 昭和二〇 (一九四五)年八月一五日から昭和二七 (一九五二)年四月二七日まで (三)その他
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